
　　　　　　　主　　　文

一、原告に対し、
被告　Ｐ1は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ2は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ3は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ4は　金四七、九四〇円
被告　Ｐ5は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ6は　金四二、三〇〇円
被告　Ｐ7は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ8は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ9は　金三九、四八〇円
被告　Ｐ10は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ11は　金三九、四八〇円
被告　Ｐ12は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ13は　金五六、四〇〇円
被告　Ｐ14は　金四二、三〇〇円
被告　Ｐ15は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ16は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ17は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ18は　金四二、三〇〇円
被告　Ｐ19は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ20は　金三〇、四八〇円
被告　Ｐ21は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ22は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ23は　金一八、七〇〇円
被告　Ｐ24は　金三五、五六〇円
被告　Ｐ25は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ26は　金三一、〇二〇円
被告　Ｐ27は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ28は　金四二、三〇〇円
被告　Ｐ29は　金三三、九〇〇円
被告　Ｐ30は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ31は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ32は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ33は　金三三、八四〇円
被告　Ｐ34は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ35は　金三〇、一六〇円
被告　Ｐ36は　金四八、九六〇円
被告　Ｐ37は　金三七、四四〇円
被告　Ｐ38は　金四〇、三二〇円
被告　Ｐ39は　金四三、二〇〇円
被告　Ｐ40は　金四〇、三二〇円
被告　Ｐ41は　金三七、四四〇円
被告　Ｐ42は　金四〇、三二〇円
被告　Ｐ43は　金三一、六八〇円
被告　Ｐ44は　金四〇、三二〇円
被告　Ｐ45は　金三七、四四〇円
被告　Ｐ46は　金三四、五六〇円
被告　Ｐ47は　金四六、〇八〇円
被告　Ｐ48は　金三七、四四〇円
被告　Ｐ49は　金四三、二〇〇円
被告　Ｐ50は　金三一、六八〇円
被告　Ｐ51は　金三七、四四〇円
被告　Ｐ52は　金三七、四四〇円
被告　Ｐ53は　金八〇、六四〇円
被告　Ｐ54は　金四〇、三二〇円
被告　Ｐ55は　金三二、八八〇円



被告　Ｐ56は　金三六、九六〇円
被告　Ｐ57は　金三七、二四〇円
被告　Ｐ58は　金一八、九〇〇円
被告　Ｐ59は　金一九、二四〇円
被告　Ｐ60は　金三六、六六〇円
被告　Ｐ61は　金一六、二八〇円
被告　Ｐ62は　金二九、九〇〇円
被告　Ｐ63は　金三七、四四〇円
被告　Ｐ64は　金三一、六八〇円
被告　Ｐ65は　金四三、二〇〇円
被告　Ｐ66は　金四二、三〇〇円
被告　Ｐ67は　金四〇、三二〇円
　およびこれに対する昭和四一年四月一五日から支払済に至るまで年五分の割合に
よる金員をそれぞれ支払え。
二、訴訟費用は被告らの負担とする。
三、この判決は、仮に執行することができる。

　　　　　　　事　　　実

第一、当事者の求めた裁判
一、原告
主文と同旨。
（但し被告Ｐ56に対する訴状請求の趣旨記載の請求金額三九、九六〇円の部分は三
六、九六〇円の誤記と認める）
二、被告ら
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第二、当事者の主張
一、原告
（一）　本位的請求原因
１　被告らは、いずれも金沢市<以下略＞所在、訴外東京屋被服株式会社（以下、単
に会社という）に勤務していたものであるが、右会社は昭和三八年九月二九日被告
らを含む全従業員を解雇し、同年一〇月三〇日原告（所轄庁金沢公共職業安定所
長）に対して、被告らを含む全従業員の失業保険被保険者資格喪失届および失業保
険被保険者離職証明書を提出したので、原告は被告らに対し、失業保険金を別紙
「失業保険金支給明細表」記載のとおりそれぞれ支給した。
２　昭和三九年四月七日、被告らの所属する労働組合と会社との間で、被告らに対
する解雇がなかつたこととする合意が成立し、被告らは以後同会社に就労した。
３　右合意により、昭和三八年九月二九日から、昭和三九年四月七日までの間、被
告らと会社との間には雇用関係が存続したことになり、失業保険法にいう「失業し
た場合」に該当せず、遡つて失業保険金の受給資格を欠いていたことになるので、
不当利得の規定により昭和四一年三月二五日被告らに対し、それぞれその全額を同
年四月一四日迄に返還すべき旨の納入告知をした。
４　よつて原告は被告らに対し、それぞれ、その不当利得金の全額およびこれに対
する昭和四一年四月一五日（納期限の翌日）から、支払済に至るまで民法所定年五
分の割合による遅延損害金の支払を求める。
（二）　予備的補充的請求原因
仮りに、不当利得返還請求権が発生するためには、本位的請求原因で主張した事実
では足りず、失業保険金受給期間中の賃金の遡及的な支払があつたことを必要とす
ると解する見解をとつた場合、本位的請求原因に次の事実を補充する。
　すなわち、昭和三九年四月七日の前記合意がなされた時、会社と前記組合との間
で、会社が同組合に対し、五〇〇万円を支払う旨の合意がなされたが、右金員は、
失業保険受給期間中の賃金の性質を有するものであり、かつ同金額は被告らの右期
間中の賃金の六〇パーセント強に相当し、最終的に全額支払われたものである。し
たがつて、この見解によつても不当利得返還請求権が発生したものというべきであ
る。
二、請求原因に対する認否および被告らの主張
（一）　本位的請求原因について



　請求原因１の事実は認める。同２のうち「解雇がなかつたこととする合意が成立
した」点を否認し、その余の事実は認める。同３の事実は否認する。かりに「解雇
がなかつたこととする合意」が成立したとしても、失業保険法にいう「失業」状態
が遡及的に解消したというためには、少くとも失業保険金受給期間中の賃金全額が
支払われたことが必要とされるところ、本件においては、そのような事実はない。
したがつて、本件不当利得返還請求権はその発生要件を欠くものといわねばならな
い。
（二）　予備的補充的請求原因について（但し、被告Ｐ14を除く）
　五〇〇万円を支払う旨の合意が成立したことおよび、右五〇〇万円のうち二五〇
万円が支払われたことは認めるが、右金額の性質が賃金であること、および残余の
二五〇万円が支払われたとの点は否認する。すなわち、右五〇〇万円の金員は争議
資金および立ち上がり資金としての性質を有し賃金の性質を有するものではない。
残金二五〇万円については、支払いを強く要求したが会社の支払能力が無かつたた
めに支払われなかつたものである。
第三、証拠（省略）

　　　　　　　理　　　由

一、本位的請求原因１の事実は当事者間に争いがない。
二、右争いがない事実と成立に争いがない甲一号証の一ないし三、二号証、三号証
の一ないし七、四号証、五号証、七号証、八号証の一ないし六七、九号証、一〇号
証の一ないし一三、乙一号証ないし四号証と証人Ｐ68（一回・二回）、同Ｐ69、同
Ｐ70（一回・二回）、同Ｐ71、同Ｐ72の各証言を総合すると次のような事実を認め
ることができる。
（一）　被告らはいずれも前記会社の従業員であつたが、同会社は、昭和三八年六
月ごろより経営の行きづまりのため休業状態となつた。次いで右会社は同年八月九
日解散決議をし、解散登記を経由して清算手続に入り、同月二九日被告らを含む全
従業員に対し、解雇予告をし、一ケ月後の九月二九日に右全従業員が解雇された。
（二）　被告らの賃金は、同年七月分、八月分は六〇パーセント支払われたが以後
は支払われず、被告らを含む会社の従業員で組織する東京屋被服労働組合（委員長
Ｐ68、以下単に組合という。）は右解雇は無効であるとし、会社に対して、解雇撤
回と事業の再開ならびに未払い賃金の支払いを求めて団体交渉を重ねたが解決には
至らなかつた。そこで組合は、昭和三八年一〇月一一日石川県地方労働委員会に対
し労働争議のあつせんの申請をし、同委員会において以後争議のあつせんが開始さ
れた。同あつせんで、組合は解雇無効と昭和三八年七月以降の一〇〇パーセントの
賃金の支払いを要求し、会社は休業手当として賃金の六〇パーセントの支給を主張
した。
（三）　一方、被告らを含む組合員は右解雇の効力を争うとともに金沢公共職業安
定所に対し失業保険金の給付を申し入れ、昭和三八年一〇月三〇日会社は被告らを
含む八〇名余の失業保険資格喪失届および失業保険者離職証明書を提出し、原告は
被告らに対し、別紙「失業保険金支給明細表」記載のとおり、それぞれ失業保険金
を支給した。
（四）　昭和三九年四月七日会社と組合の間で次のような内容の合意が成立した。
すなわち
１　会社は被告らに対してなした前記解雇通告を撤回する。
２　会社は昭和三九年四月二〇日より、事業を再開する。
３　会社は組合に対し、立ち上がり資金として、五〇〇万円を四回に分割して支払
う。
４　既退職者に対しての退職金は会社が各人あて支払う。
（五）　右合意成立の際、在籍者は被告ら全員であり、他の従業員は組合に退職金
等の交渉についての白紙委任状を手交し、解雇の効力を認めて既に退職していた。
被告らは右合意２項のとおり会社に就労復帰した。また右合意３項の五〇〇万円は
次のような事情のもとに決定された。すなわち組合側は当初昭和三九年四月迄の未
払賃金一、二〇〇万円、既退職者の退職金一、六〇〇万円の合計二、八〇〇万円を
要求し、一方会社は昭和三八年九月から昭和三九年四月迄の休業手当相当額を主張
し、結局会社の支払能力を考慮して既退職者に対しては前記４項のとおり、被告ら
に対しては争議費用を含めた形で３項のとおり決定された。当時の組合員の平均賃
金は約一五、二〇〇円であり、五〇〇万円は被告らの七ケ月分の総賃金の約六〇パ



ーセント強にあたるものである。
　なお、会社は右の合意をする過程で被告らに対し、解雇されたことを前提とし
て、被告らを再雇用したい旨申し入れたが組合はこれを拒否し、前記１項のとおり
解決された。
（六）　右３項の五〇〇万円のうち二五〇万円は支払われたが残金二五〇万円の支
払は遅延し、後記（七）のとおり解決された。右最初に支払われた二五〇万円の組
合側の使途は次のとおりである。すなわち、そのうち一五〇万円は、組合が本件争
議の際、会社の事業場閉鎖を阻止するため常時五、六〇名が交替で事業場に寝泊り
したのであるが、その争議費用のため、労働金庫から借り入れた一五〇万円の金員
の返済にあて、残金のうち四〇万円は、右争議の際の電気代その他の経費にあてら
れ、六〇万円は、組合員に未払賃金の一部として分配された。
（七）　その後、昭和三九年末までは会社は通常の経営を続けたが、昭和四〇年一
月から再び賃金が支払われなくなり、会社は休業状態となつた。同年八月三一日、
組合より前記地労委へ再び、未払賃金および前記解決金残額の支払、会社運営の正
常化の要求を含むあつせん申請が行われ、同年一二月二二日に会社は組合に対し解
決金六八〇万円を支払う旨等の合意が成立した。組合は当初昭和四〇年一月分から
一二月分までの未払賃金一一〇〇万円、昭和三九年四月七日付合意の立ち上がり資
金残額二五〇万円、退職金一、二〇〇万円を要求し、会社の支払能力等を考慮して
六八〇万円の支払いが決定された。この解決金はその後全額会社から組合へ支払わ
れた。なお右合意の際、前記失業保険金返済の点については組合の方で、失業保険
課等と交渉のうえ解決する旨の合意も成立した。
（八）　原告は昭和四一年三月二五日被告らに対し、それぞれさきに支給した失業
保険金の全額を同年四月一四日迄に　返済すべき旨の納入告知をした。
以上の各事実を認めることができ、ほかに右認定をうごかすに足る証拠はない。
三、ところで、失業保険制度は、使用者との雇傭関係が終了したため、労働者が、
労働の意思、能力があるのに就労することができず、使用者に対し、雇傭契約上の
賃金請求権を行使できない場合に、国が労働者の生活の安定をはかる目的で、保険
金を支給すること、を内容とするものであること、は失業保険法の規定から明らか
なところである。したがつて、使用者との雇傭契約が継続している場合、労働者
が、労働の意思、能力があるのに就労できず、使用者から賃金を支給されなかつた
としても、これは労働者の使用者に対する賃金請求権（労基法二六条、民法五三六
条二項参照）の行使と、これに対する使用者の支払能力の有無にかかる問題で、雇
傭関係を離脱したことを前提とする失業保険制度の目的とするものでないこという
までもない。
　ところで、ここに、雇傭関係の終了または継続とは、法律上雇傭契約が終了しま
たは存続することを意味すると解されるから、一旦解雇の意思表示がされても、後
日当事者間の合意または判決などにより、法的にも、当初から雇傭契約が遡及的に
復活継続していたと解される場合には、このような場合もなお雇傭契約が継続して
いたものというべきである。そしてこのような遡及的な雇傭契約の継続が認められ
る以上右解雇から合意または判決などがあるまでの間就労できなかつた事実、およ
び賃金を支給されなかつた事実、は前に述べた雇傭契約存続中に就労できず、賃金
を支給されなかつた状態と同様に、使用者と労働者間の賃金請求権の問題として解
決されるべきで、雇傭契約の終了を前提とした失業保険制度の適用領域とはいえな
い。もつとも、当事者の合意による場合、合意書面に「解雇通告の撤回」の文言が
あることによつてこれが雇傭契約の遡及的復活継続を意味するか、あるいは将来に
むかつて雇傭関係を復活（実質的には再雇傭）させることを意味するかは、たんに
文言解釈によつてきめるべき問題ではない。けだし、雇傭契約の認定にあたつて
は、その対価（賃金）がどのように取扱われているかを検討すべきこと、は不可欠
の問題であり、かりに「解雇通告の撤回」の文言を使用していても、解雇から解雇
通告撤回までの間の対価（未払賃金）を全く支給しないこととして合意を成立させ
ている場合は、その実質は「再雇傭」と解すべき余地もあるからである。
四、そこで以上に述べた点を考慮しながら、これを本件にあてはめて考えてみる
に、前記認定の諸事情とりわけ、昭和三九年四月七日に会社と組合の間で、昭和三
八年八月二九日にした解雇通告を撤回し、立ち上がり資金として五〇〇万円を支払
う旨の合意が成立したこと、右五〇〇万円の支払いの合意が成立する際、組合は一
部争議費用を含むものの大部分は失業保険金受給期間中の未払賃金としての支給を
要求していたこと、右五〇〇万円は当時の組合員の平均賃金で計算すると被告らの
七ケ月分の総賃金の六〇パーセント強となること、右は会社の主張していた労働基



準法二六条の休業手当の額ともほぼ一致すること、最初に支払われた二五〇万円は
一部未払賃金として組合員に分配されていること、会社は右合意の成立する際、被
告らに対し再雇用という形にしたい旨申し入れたが、組合側の拒否するところとな
つて解雇通告の撤回がなされたこと等のいきさつからすると解雇通告から解雇通告
撤回までの未払賃金については、会社と組合間の合意にあたり、中心的交渉課題と
してとりあげられ、かつ立ち上り資金の大部分は未払賃金として支給されたものと
認められる。したがつて、本件の「解雇通告の撤回」は遡及的雇傭契約の復活継続
を目的としてされたもので、右前記合意によつて会社と被告らの雇傭関係は遡及的
に復活継続し、失業保険法にいう失業状態は遡及的に消滅したものというべきであ
る。してみると原告が被告らに支給した本件失業保険金は法律上の原因なくして支
給され、被告らの失業保険金の利得によつて、原告は損失を受けたものであるか
ら、不当利得の規定によつて原告は被告らに対し、受給した失業保険金の返還請求
権をもつものというべきである。
五、ところで不当利得による返還の範囲については、民法七〇三条によれば現に利
益の存する限度において返還する義務を負うべきところ、右規定の趣旨はその利益
があつたことによつて特別な費消をしたものを返還すべき範囲から除く趣旨であつ
て、利得の有無にかかわらず通常支出を必要とされる生活費等に費消された場合に
はなお利益は現存するものと解すべきである。又、利益が現存することは一般的に
推定を受け、その不現存を被告らにおいて主張立証すべきであつて、右主張、立証
のない本件においては、全額利益が現存するものと推定されるので、被告らは失業
保険金全額の返還義務を負うものというべきである。
六、よつて被告らは原告に対し主文記載のとおりの不当利得金およびこれに対する
前記認定の納期限の翌日である昭和四一年四月一五日から、支払済みに至るまで民
法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があるものというべく、原告の
本訴請求は理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九
条を、仮執行の宣言について同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。
（裁判官　加藤義則　大内捷司　田中清）
別紙（失業保険金支給明細表）（省略）


